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山
口
朝
日
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
エ
フ
エ
ム
山
口

山
口
合
同
ガ
ス
株
式
会
社

社
団
法
人
山
口
県
エ
ル
ピ
イ

防
長
交
通
株
式
会
社

サ
ン
デ
ン
交
通
株
式
会
社

社
団
法
人
山
口
県
ト
ラ
ッ
ク

社
団
法
人
山
口
県
医
師
会

山
口
放
送
株
式
会
社

テ
レ
ビ
山
口
株
式
会
社

告

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
二

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

第
三
条
中
「
第
十
三
条
第
一

第
四
条
中
「
第
三
十
六
条
第

別
記
第
二
号
様
式
の
表
中
「第

「

入
立

」
を
「

り
入
立

」
に
、

ば
れ

け
な

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
規
則
第
九
十
六
号

水
防
法
施
行
規
則
の
一

水
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

る
。題

名
中
「
規
則
」
を
「
細
則

第
二
条
中
「
第
十
一
条
」
を

ガ
ス
協
会

協
会

示

号
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関

定
に
よ
り
、
指
定
地
方
公
共
機
関

山
口

項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に

二
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
二
項

項
１

第
条

」
を
「第

１
第

条

「第
条

」
を
「第

条

」
に
、

ら
施
行
す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則

十
四
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号

」
に
改
め
る
。

「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

一

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

改
め
る
。

」
に
改
め
る
。

項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
裏

「

ば
れ

け
な

し
示

呈

」
を
「

し
示
提

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

百 中 す

規

則

告

示



平成 年 月 日 火曜日

い
て路県中停

山 口

同の山
道

路
のそ

（定期）県 報

道路道
美の

第 号

山
道

路
のそ

い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

線
名

供

用

道

ノ
川
於
福

車
場
線

美
祢
市
豊
田
前
町
麻
生
下

同
市
豊
田
前
町
麻
生
下
字

市
豊
田
前
町
麻
生
下
字
下
河
内
七
七
八

三
地
先
ま
で

口
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

供
用
を
開
始
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
七
年
七

路
の
種
類

県
道

線

名

中
ノ
川
於
福
停
車

路
の
区
域

区

間

祢
市
豊
田
前
町
麻
生
下
字
舞
淵
九
〇
三

一
地
先
か
ら

口
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
七
年
七

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
口
県
知

開

始

の

区

間

字
舞
淵
九
〇
三
の
一
地
先
か
ら

下
河
内
七
七
八
の
三
地
先
ま
で

新

最
狭

一
二
・
〇

最
広

二
八
・
〇

八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

月
十
二
日
か
ら
一
月
間
山
口
県

山
口
県
知

場
線

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

一
・
二

最
広

二
六
・
二

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

月
十
二
日
か
ら
一
月
間
山
口
県

事

二

井

関

成

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
七
月
十

三
日

五
七
七
・
一

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

備

考

五
七
七
・
一

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
三
八
一
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
平
成

及
び
長
門
土
木
建
築
事
務
所
に

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

地

名

及

び

番

柳
井
市
南
町
四
丁
目
六
四
の
二
九

公

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
五

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ポ

日
溪

長
門
市
日
置
中
二
九
八
三
番

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

十
七
年
八
月
二
十
九
日
ま
で
の
間

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

七
・
〇

告

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

山
口

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ー
ト
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
ゆ
う

地
一
四
二

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

。

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
八
・
〇

一
二
五
・
九
三

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

二

の画課 路

公

告



平成

の
旨

項
４

年 月 日 火曜日

二査
監

地

山 口 県

（
三都

関
す

一

（定期）報

一二

第 号

（
三岩

る
同

第
一

す
る

す
。

結
の

査
監

る
よ

に
定

規
の

の
た

っ
あ

が
知

通

基
に

果

公
を

れ
こ

、
で

開
発
許
可
を
受
け
た
者

萩
市

監

査

号
７
第

表
公

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

八
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

萩
市
大
字
椿
東
字
町
ケ
坪
、
字
千

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
岩
国

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

八
二
）
岩
国
都
市
計
画
汚
物
処
理

国
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

の
査

監
該

当
は

又
、

き
づ

。
す

ま
し

表

を
果

結

委

員

第
）

号
第

条
に

定
規

の
項

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
塚
及
び
字
長
添
（
第
一
工
区

山
口
県
知

市
し
尿
処
理
場

場
所

場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
岩
国
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二

に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を

じ
講
を

置
措

て
し

と
考

参

同
り

お
と

の
次

、
り

よ

た 第
条

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

二

井

関

成

） 事

二

井

関

成

の
縦
覧

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

ら
か
計
会
別

特
紙
証
入

収

使
路

道
る
よ
に

紙
証

般
一

る
よ
に

紙
証

請
申
可

許
用

行
を

手
請
申

可
許
業
設

建

た
っ

証
入

収

成
平

日
月
年
査

監

証

般
一

ら
か
計
会
別

特
紙

認
確
等
物
築

建
る
よ
に

紙

た
っ
行

を
理

請
申

た
っ

行
を

平
日

月
年
査
監

証
入

収

成
平

日
月
年
査

監

証

般
一

ら
か
計
会
別

特
紙

請
申
録
登
船

漁
る
よ
に

紙

た
っ

行
を

手
等

証
入

収

成
平

日
月
年
査

監

収

般
一

ら
か
計
会
別

特
紙

一
ら

か
計
会
別

特
紙
証
入

師
護
看

准
る
よ
に

紙
証

般

た
っ
行

手
等

許
免

成
平

日
月
年

査
監

ら
か
計
会
別

特
紙
証
入

収

物
築

建
る
よ
に

紙
証

般
一

成
平

請
申
認

確
等

月
７

年

計
会

項
事
る
係
に

知
通

日

っ
誤

を
額

の
金

出
繰

の
へ

つ
に
入

収
の

料
数

手
等

て

入
収

の
等

料
数

、
は
て

い

平
、

は
て

い
つ
に

月
１
年

金
出
繰

の
へ
計

会

。
）
日

等
料
数

手

て
っ

誤
を
額

の

成

、
は

て
い
つ

に
入
収
の月

１
年

。
）

日

年

繰
の

へ
計

会

。
）
日
７

月

料
数

て
っ

誤
を
額

の
金

出

、
は
て
い

つ
に
入
収

の
等

平

年
月

。
）
日

井
柳

を
額

の
金
出

繰
の
へ
計

会

金
出
繰

の
へ
計

会

て
っ

誤

収
の
料

数

て
っ

誤
を
額

の

年

成
平

、
は
て

い
つ
に
入

月
９

金
出
繰

の
へ
計

会

。
）
日

の
料

数
手

て
っ

誤
を
額

の

山

平
、

は
て
い

つ
に
入
収

同 同 同

査
監
県

口

三

成
平

た
い

成
平

入
収
る

け
お

に
度

年月
４

年

成

処
な
正

適
に

日

月
５

年
理

処
な

正
適

に
日

所
務
事
木
土
島
大

成
平

た
い

成
平

入
収
る

け
お

に
度

年月
５

年
処

な
正

適
に

日

務
事
産
水
井
柳

署
察
警
光

所

成
平

た
い成

入
収
る

け
お

に
度

年

月
５

年
理

処
な

正
適

に
日

所
務
事
築
建
木
土

成
平

た
い

入
収
る

け
お

に
度

年

課
務
医

成
平

た
い

入
収
る

け
お

に
度

年

月
５

年
を

理
処

な
正

適
に

日

課
導
指
築
建成
平

た
い成

入
収
る

け
お

に
度

年

月
４

年

村
員

委

理
処

な
正

適
に

日

義
田

竹

治
利

泉
小

雄
哲

田

博
田

村

廣

監

査

委

員



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口

ペ一

（定期）県 報

ペ一平
駐
在

第 号
を

理

正
平

所
の七

年
七
月
十
二
日
印
刷

七
年
七
月
十
二
日
発
行

ー
ジ

段

箇
所

三

上

表
中

大
字
府
谷

ー
ジ

箇
所

二

表
中

菊
川
町
大
字
樅
の
木

成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
山
口
県

所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

た
っ

行
成

平
日

月
年

査
監

雑

誤
成
十
七
年
三
月
十
五
日
山
口
県
公

名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

誤

（
字
渋
谷
を
除
く
。
）

大
字
府

誤

菊
川
町
大
字

公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
）

年
。

）
日

２
月

報

安
委
員
会
告
示
第
十
七
号
（
交

る
告
示
の
一
部
改
正
）

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

正

谷

正

樅
ノ
木

（
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在

七
百
円
（
送
料
共
）

四

雑

報


